
詳しくは、多治見社会保険事務所へどうぞ。 

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、

在
学
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料

を
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
 

対
象
と
な
る
学
生
は
、
大
学

（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ

び
各
種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
20

歳
以
上
の
学
生
で
、
学
生
本
人
の

前
年
の
所
得
が
1
1
8
万
円
以
下

で
あ
る
方
で
す
。
 

承
認
期
間
は
、
4
月
か
ら
翌
年

3
月
ま
で
と
な
り
、
毎
年
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
 

こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
「
国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
申
請
書
」
を
市
役

所
ま
た
は
、
最
寄
り
の
支
所
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
●
年
金
手
帳
ま
た
は
、
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
 

●
学
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
（
提
示
す
れ
ば
、
添
付
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）
 

※
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
個
別
に
定
め
ら
れ

た
教
育
施
設
を
除
い
て
、
修
業

年
限
が
1
年
以
上
で
あ
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
る
学
生
証
も
し

く
は
、
学
生
証
で
は
、
修
業
期

間
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
学

校
が
発
行
す
る
修
業
年
限
が
1

年
以
上
の
課
程
で
あ
る
こ
と
の

証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

●
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
平

成
19
年
度
の
市
県
民
税
が
、
土

岐
市
で
課
税
さ
れ
る
方
は
、
必

要
あ
り
ま
せ
ん
）
 

●
印
鑑
（
学
生
本
人
が
、
申
請
書

記
入
欄
に
署
名
す
る
場
合
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
）
 

詳
し
く
は
、
市
民
課
国
保
年

金
係
・
国
民
年
金
担
当
（
内
線

1
3
7
・
1
3
8
）
ま
た
は
、

多
治
見
社
会
保
険
事
務
所
へ
ど

う
ぞ
。
 


